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以上を踏まえ、消費者委員会成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グルー

プ報告書において示された「事業者は、消費者契約を締結するに際しては、

消費者の年齢、消費生活に関する知識及び経験並びに消費生活における能力

に応じて、適切な形で情報を提供するとともに、当該消費者の需要及び資力

に適した商品及び役務の提供について、必要かつ合理的な配慮をするよう努

めるものとする」という提案について、どう考えるか。 

 

 

 

 【 意見 】 

 

   現行の消費者契約法３条１項を「事業者は、消費者契約の条項を定めるに 

当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとっ 

て明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結に 

ついて勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の年齢、 

知識及び経験並びに能力に応じて、①消費者の権利義務その他の消費者契 

約の内容についての必要な情報を提供するとともに、②消費者契約を締結 

する目的及び財産の状況に適した商品及び役務の提供をなすよう努めなけ 

ればならない。」とすべきではないかと考えます。 

 

 【 理由 】 

  消費者契約においては、事業者と消費者との間の情報の質及び量並びに 

交渉力の構造的格差があります（法１条）。法３条１項はこの構造的格差を 

前提として、事業者の消費者に対する必要な情報を提供する努力義務を定 

めています。 

かかる構造的な情報格差、交渉力格差に加え、消費者の知的・社会的・経 

済的成熟度の不足（年齢等）により、事業者による情報の提供、意見・判断 

の提供が、消費者の意思表示に影響を及ぼすことはあり得ます。 

このため、規定の明確性の観点から、現行法３条１項における情報提供 

1

テキストボックス
第３５回消費者契約法専門調査会

テキストボックス
 資料２ 



第３５回消費者契約用専門調査会 

内閣府消費者委員会 

消費者契約法専門調査会・第３５回会議 

 

の方法及び程度を判断するにあたり、その考慮要因を明記することには意 

味があると考えます。 

現行法でも、資料１で指摘された消費者基本法や金融商品関連法規のみ 

ならず、別紙のとおり、特定商取引法、割賦販売法、貸金業法、信託業法及 

び電気通信事業法２６条に基づくガイドラインにおいて、年齢を問わず、消 

費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮し、事業者が不適切な勧誘を行わ 

ないよう定められています。これらは業法であり特定業種に対する規定で 

すが、各規定は順次制定されてきたものです。つまり、我が国の消費者契 

約一般に、情報・交渉力の社会的構造的格差を背景として、事業者に対し、 

消費者の知識・経験及び能力に照らした適合的な契約への勧誘が求められ 

てきている、といえます。 

かかる状況下で、法３条１項を改正し、事業者が消費者に対して必要な情 

報を提供するにあたり、その要素を明記することで、事業者でも考慮すべ 

き事項を明確化することで、事業活動の自由を保障されるといえます。 

この点、事業者が消費者に対して必要な情報を提供するにあたっての考 

慮要素を明記することで、事業者が消費者契約の勧誘をなす際、年齢等を調 

査確認しなければならないとすれば、係る確認を実施することが不可能な 

業態もある、という見解も予想されます。 

しかし、本意見は、法３条１項が努力義務を定めたものであるという枠組 

みを変更するものではなく、事業者に必要以上のコストを要求するもので 

もありません。具体的には、事業者側の対応として、事業者が通常の注意を 

もってすれば知り得た範囲で、相手の年齢や経験に応じて情報を提供すれ 

ば足り、事業者側に調査確認義務まで負わせるものではありません。 

 

また、事業者と消費者との構造的格差を是正するという本法の目的から 

すれば、事業者が提供する情報の内容は適正であっても、その提供する商 

品・役務が当該消費者にとって過量である、あるいは、その価格が当該消費 

者の経済的能力を超える場合等、当該商品・役務が、当該消費者の消費者契 

約を締結する目的や財産の状況に適しない場合、結局は、本法の制定により 

消費者の自己決定基盤を整備し、自由な意思決定過程を支援しようとした 

ことの意味が減殺されることとなります。その消費者に合った商品・役務の 

提供こそが健全な商道徳に沿い、ひいては健全な市場の発展にも資するも 

のと考えます。 

 以上より、上記の意見を述べるものです。 
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（別紙）          関係法令 

 

消費者基本法 

（事業者の責務等） 

第５条 事業者は、第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の 

基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責 

務を有する。 

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮 

すること。 

 

特定商取引法 

（指示）  

第７条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第３条、第３条の２第２項

若しくは第４条から第６条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為を

した場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提

供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売

業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示する

ことができる。 

四 前３号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であって、訪問販売

に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害する

おそれがあるものとして主務省令で定めるもの 

（訪問販売における禁止行為） 

第７条 法第７条第４号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものと 

する。 

三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を

行うこと（法第七条第三号に定めるものを除く。）。 

 

（指示）  

第２２条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第１６条から第２１条

までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘

販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害

されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者

に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

三 前２号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であって、電話 

勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益 
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を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの。 

（電話勧誘販売における禁止行為）  

第２３条 法第２２条第３号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるも 

のとする。 

三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘 

を行うこと。 

 

（指示） 

第３８条 主務大臣は、統括者が第３３条の２、第３４条第１項、第３項若しく

は第４項、第３５条、第３６条、第３６条の３（第５項を除く。）若しく

は前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が

第３３条の２、第３４条第１項、第３項若しくは第４項、第３５条、第３

６条若しくは第３６条の３（第５項を除く。）の規定に違反し若しくは第

２号から第４号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公

正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めると

きは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することがで

きる。 

四 前３号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業 

に係る連鎖販売契約に関する行為であって、連鎖販売取引の公正及び連鎖

販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定

めるもの。 

（連鎖販売取引における禁止行為） 

第３１条 法第３８条第１項第４号の主務省令で定める行為は、次に掲げるも 

のとする。 

六 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売

取引についての契約を締結させること。 

七 連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と

認められる勧誘を行うこと。 

 

（指示）  

第４６条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第４２条、第４３条、第

４４条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合に

おいて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供

契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約

を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者（以下この
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章において「特定継続的役務提供受領者等」という。）の利益が害される

おそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、

必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

三 前２号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であって、

特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等

の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの 

（特定継続的役務提供における禁止行為） 

第３９条 法第４６条第３号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるも 

のとする。 

二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締

結させること。 

三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘 

を行うこと。 

 

 

（指示）  

第５６条 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第５１条の２、第５２条、

第５３条、第５４条、第５４条の３（第５項を除く。）若しくは前条の規

定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売

取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれ

があると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な

措置をとるべきことを指示することができる。 

四 前３号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘

引販売契約に関する行為であって、業務提供誘引販売取引の公正及び業務

提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務

省令で定めるもの。 

（業務提供誘引販売取引における禁止行為） 

第４６条 法第５６条第１項第４号 の主務省令で定める行為は、次に掲げるも 

のとする。 

二 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る

業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。 

三 業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして

不適当と認められる勧誘を行うこと。 
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（指示） 

第５８条の１２ 主務大臣は、購入業者が第５８条の５から前条までの規定に

違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の

公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるとき

は、その購入業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することがで

きる。 

三 前２号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であって、訪問購入

に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるも

のとして主務省令で定めるもの 

（訪問購入における禁止行為） 

第５４条 法第５８条の１２第３号 の主務省令で定める行為は、次の各号に掲

げるものとする。 

二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結

させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。 

三 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 

 

割賦販売法 

（業務の運営に関する措置） 

第３５条の３の２０ 個別信用購入あっせん業者は、購入者又は役務の提供を 

受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるとこ 

ろにより、その個別信用購入あっせんの業務に関して取得した購入者又 

は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購 

入あっせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂 

行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況及び 

個別信用購入あっせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業 

務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切 

かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

貸金業法 

（誇大広告の禁止等） 

第１６条 

３ 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約 

の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等 

の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業 

の業務を行わなければならない。 
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信託業法 

（信託の引受けに係る行為準則） 

第２４条 信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為（次条に規定す

る特定信託契約による信託の引受けにあっては、第５号に掲げる行為を

除く。）をしてはならない。 

２ 信託会社は、委託者の知識、経験、財産の状況及び信託契約を締結する

目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることの

ないように業務を営まなければならない。 
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電子通信事業法２６条に基づくガイドライン（抜粋） 

（総務省総合通信基盤局 平成 28 年（2016 年）３月） 

 

第４節 適合性の原則（施行規則第 22 条の２の３第４項） 

電気通信事業者等は、利用者の知識及び経験並びに契約締結の目的に照らし

て、利用者に理解されるために必要な方法及び程度で提供条件概要説明を行わ

なければならない（いわゆる適合性の原則）。 

 

（１）利用者の属性等の的確な把握 

適合性の原則に照らして適切な提供条件概要説明を行うために、電気通信

事業者等は、利用者の知識及び経験並びに契約の目的に関する情報の収集に

努めるとともに、利用者の属性（高齢者、未成年者、障がい者及び認知障が

いが認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等）をできる限り的

確に把握することが重要である。 

 

（２）特に配慮が必要と考えられる利用者に対する説明 

高齢者、障がい者、未成年者等のように特に配慮が必要と考えられる利用

者に対しては、まず、当初購入する意図がなかった電気通信役務について勧

誘等をする場合に、当該利用者が契約を締結する目的を踏まえ、十分に契約

内容を理解し、その役務を必要とするかどうかも含め、利用者が適切に判断

できるような説明を行うことが重要である。 
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